
KINKO TOWN PUBLIC RELATIONS 2013.4  14

３月1日
～ 3月31日

戸
籍
の
窓

年金だより　

学生納付特例制度

住 民 税 務 課 電話 0994-22-3039
住 民 生 活 課 電話 0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話 0994-42-5121

　

20
歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で
あ
っ

て
も
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を
受

け
る
と

①�

学
生
納
付
特
例
期
間
中
の
障
害

や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態

に
は
、
満
額
の
障
害
基
礎
年
金

ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

②�

学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
納
付
し

な
い
と
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。
就
職
な
ど
で
収
入
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
を
増

額
す
る
た
め
に
も
保
険
料
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と（
追

納
）
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

※�

保
険
料
は
10
年
以
内
な
ら
納
付

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
た
だ

し
、
2
年
を
経
過
し
た
場
合
は

政
令
で
定
め
ら
れ
た
金
額
を
加

算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

【
手
続
き
の
方
法
】

　

役
場
国
民
年
金
係
又
は
、
お
近

く
の
年
金
事
務
所
で
「
国
民
年
金

保
険
料
学
生
納
付
特
例
申
請
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

◦�

学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書（
有

効
期
限
が
わ
か
る
も
の
）�

◦
認
印

※�

会
社
等
を
退
職
し
て
学
生
に
な

ら
れ
た
方
は
、
退
職
し
た
こ
と

が
証
明
で
き
る
書
類
（
離
職
票

等
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

家族葬の神田

TEL 58-7916（有）神田葬祭
24 時間受付　お気軽にお問い合わせください

葬儀費用として上記金額以外は一切頂きません（消費税込み）
＊別途料金：●お布施・玉串料（寺院や神主様への志）●火葬場の使用料金

ご家族、親しい方と
心づくしのご葬儀を¥189,000

吾平町　麓　寒水

戸籍に関する情報は
ホームページ上では掲載致しておりません

　　


